
都道府県別にみた医療施設（病院・診療所）に従事する人口10万対医師数【平成30年末】
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全国 246.7人

（人）

女

出典：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」

医師の診療
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安心の医療、介護・福祉提供体制の整備
　東日本大震災・原子力災害により医療、介護・福祉の提供体制の脆弱化が
顕在化し、全県的に人材不足と地域偏在が深刻化しています。特に、避難指
示が解除された地域において顕著となっており、人材の確保が課題となって
います。
　急速な高齢化が進行する中で、高齢者や障がい者が安心して暮らせる介護・
福祉サービスの充実など、住み慣れた地域で県民誰もが安心して暮らし続け
られるよう、地域住民が支え合い、一人一人の暮らしと生きがい、地域を共
に創っていくことのできる「地域共生社会」の実現を目指し、医療、介護・
福祉が連携した体制を整備していく必要があります。
　また、新型コロナウイルス感染症は、県民生活・経済に大きな影響を与え、
医療提供体制にも深刻な影響を及ぼしており、引き続き、感染拡大防止と安
定的な医療提供体制の確保を進めるとともに、今後の新たな感染症の発生に
対する備えが必要です。

「暮らし」分野

政 策
3
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暮らし分野

 【主な取組】
①がん医療・循環器病医療に関する取組
　がん診療連携拠点病院の機能強化やがん登録の推進、循環器病（脳卒中や心疾患）に係る医療提供体制の強化
に取り組むことなどにより、がん医療・循環器病医療の充実を図ります。

②医薬品の有効性・安全性の確保に関する取組
　薬事監視体制の強化、医薬品等苦情相談窓口の設置などにより、医薬品の有効性・安全性の確保を図ります。

③救急医療に関する取組
　救命救急センター、休日夜間急患センターの支援や、ドクターヘリの運営の支援などにより、初期救急・二次救急・
三次救急医療体制の強化を図ります。また、救急関係機関による協議を行い、傷病者の円滑な搬送及び受入体制の構築
に努めます。また、救急業務の一層の高度化を推進するため、メディカルコントロール体制の充実強化に取り組みます。

④献血の普及に関する取組
　安定的な血液の確保に向け、献血の普及のため若年層を中心とした啓発を図ります。

 【主な取組】
①介護サービス基盤の整備及び質の向上に関する取組
　高齢者人口や介護サービスの需要見込みを踏まえ、施設サービス、居宅サービス、地域密着型サービスをバランス
よく組み合わせて計画的に整備を進めます。また、介護給付費の適正化を図るとともに、適正な審査に基づく介護サー
ビス事業者の指定や、利用者に対する介護サービス情報の適切な公表など、介護サービスの質の向上を図ります。

②認知症施策の総合的な推進に関する取組　　
　社会全体で認知症の人やその家族を支えていくため、認知症の正しい知識の更なる普及・啓発や、早期診断、早期
対応のために医療従事者の対応力向上研修の強化を図るとともに、認知症疾患医療センターの活動を推進します。

③障がい福祉サービス基盤の整備に関する取組
　障がい者やその家族のニーズを的確に把握し、これに応じた、障がい福祉サービス基盤の整備を進めます。

　地域住民が安心して必要な医療を受けられるよう医療提供体制の
充実や医療の質の向上を図っていきます。

　介護・障がい福祉サービスの基盤整備とサービスの質の向上を図
ることにより、高齢者、障がい者が安心して暮らせる体制を整備し
ていきます。

施　策

1

施　策

3

質が高く切れ目のない医療提供体制の構築

高齢者、障がい者が安心して暮らせる介護・福祉提供体制の整備

 【主な取組】
①地域医療の維持・確保に関する取組
　県立病院の診療機能の強化や、医療、介護・福祉、地域住民が連携した地域包括ケアシステムの構築支援を進める
とともに、自治医科大学卒業医師などの配置、へき地診療所の運営支援、在宅医療、CATV、テレビ電話などを活用
した在宅健康管理や遠隔医療の普及などにより、地域医療提供体制の整備を図ります。

②地域包括支援センターの機能強化に関する取組
　市町村による評価の実施を促進し、地域包括支援センターの機能強化を図ります。

　県立病院の診療機能の強化やへき地診療所の運営支援、遠隔医療の普
及などにより地域医療提供体制の整備を図るとともに、医療、介護・福祉、
地域住民が連携した地域包括ケアシステムの構築を支援していきます。

施　策

2
医療、介護・福祉、地域住民が互いに連携し地域ぐるみで支える体制づくり
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 【主な取組】
①保健医療専門職の確保に関する取組
　東日本大震災・原子力災害によって増大・変化した地域保健ニーズに対応するため、保健師・管理栄養士など
の保健医療専門職の確保を図ります。

②医師確保、医師の県内への定着に関する取組　　
　医学生に対する修学資金の貸与や医師の県外からの招へいなどにより、医師数の増加を図ります。また、福島
県地域医療支援センターにおいて、医師等に対するキャリア形成の取組などを行い、県内定着を促進します。

③介護人材の確保に関する取組
　介護人材のイメージアップやマッチング、人材確保、人材育成、人材定着のほか外国人の参入・受入環境整備
などに取り組みます。

④看護職員などの確保・離職防止に関する取組
　病院内保育所の運営の支援、退職した看護職員の再就業の支援などにより、看護職員の確保と離職防止を図り
ます。

 【主な取組】
①感染症対策に関する取組
　感染症に対し、迅速かつ的確に対応するため、検査体制、医療提供体制の整備や最新の感染症対策に対応でき
る人材の育成・確保を図ります。また、感染症の予防及びまん延を防止するため、感染症に関する正しい知識の
普及啓発や、発生時の調査の実施、まん延防止策の徹底に努めるほか、予防接種や感染症情報などの情報提供に
努めます。

②結核対策に関する取組　　
　結核対策として、正しい知識の普及・啓発、早期発見、適正医療の完遂、医療従事者の技術の向上などの対策
を推進します。

③新型感染症対策に関する取組
　新型インフルエンザや、新型コロナウイルス感染症等の新型感染症対策を図るため、検査体制や医療提供体制
の整備を、関係機関と連携を図り推進していきます。

　各種感染症に迅速かつ的確に対応するため、検査体制、医療提供
体制の整備を図るとともに、人材の育成・確保や感染症に関する正
しい知識の普及啓発を図っていきます。

施　策

5
感染症予防の体制強化

　全県的な医療、介護・福祉人材の不足に対応するため、
人材の確保、育成、定着を図るほか、ロボットや ICT を
活用した業務効率化を進めていきます。

施　策

4
医療、介護・福祉の人材確保




